
施設基準登録操作方法（自動算定設定） 
 

 
① 業務メニュー「９１マスタ登録」→「システム管理マスタ１０１」の順に進みます。 
 
 
 
② 管理コード欄に「1006」を入力し、画面が変わるまで Enter を押下します。 
 
（有効開始日や選択番号は医療機関によって異なります。6月 1日から新たな設定を登録します
ので、既にある選択番号については、R8．5．31 で有効年月日を終了させ、新たな開始有効年月
日（Ｒ8．6．１～）で登録を行います。 
 

 



③ 下画面が表示されましたら、「選択コード」欄に設定番号を入力し Enter を押します。 

  （画面下部「前頁」「次頁」ボタンで一覧の確認、診療行為コードでの検索も可能です） 

 
下記例は 
4144：電子的診療情報連携体制整備加算  の場合 です。 

 

※ 下記設定例は  

https://www.orca.med.or.jp/receipt/users/revision/86.html 

「 令和 8年 6月診療報酬改定対応（初診）」の資料より抜粋しております。 

 

4142  ：電子的診療情報連携体制整備加算１（外来） 

4143  ：電子的診療情報連携体制整備加算２（外来） 

4144  ：電子的診療情報連携体制整備加算３（外来） 

 

他の施設基準等についても、上記リンク内より制度内容・施設基準設定をご確認頂けます。 

（例：外来・在宅ベースアップ評価料 → 上記リンク「令和 8年 6月診療報酬改定対応（その他）」 

※ 資料を必ずご確認下さい。 

4307 外来・在宅ベースアップ評価料（１） 

4303 外来・在宅ベースアップ評価料（１）の注５ 【賃上取組】 

※ 設定は重複しないようにすること ※ 

※ 内容の詳細・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の詳細につきましては、上記改定資料のリンク「令

和 8年 6月診療報酬改定対応（その他）」をご確認下さい。 

 

自動算定を行いたい項目の「フラグ」欄に「１」を入力下さい。 
 

 
 

④ 入力後は「Ｆ１２確定」より情報の登録を行って下さい。 作業は以上です。 

（例）4143 
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https://www.orca.med.or.jp/receipt/users/revision/86.html

